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はじめに 

 

フィリピンの犯罪発生率は、減少傾向にありますが、日本に比べればかなり高く、この傾向はセブ圏においても

同様です。「セブの治安は他の都市と比較して良好」と言われることがありますが、2019年、セブ市内中心部で夕

方、バイク2人組による銃撃を受け、フィリピン人が死亡する殺人事件や、マンダウエ市内のショッピング・モー

ルで、十数名が銃や金槌で武装して宝石店等を襲撃する強盗事件等が発生しています。また、邦人犯罪被害につい

て、罪種別では窃盗事案（スリ・ひったくり・置き引き等）が最も大きな割合を占めますが、拳銃を使った殺人、

傷害、強盗や、強制わいせつ等の重大犯罪被害も報告されています。 

 

海外の生活において、自分と家族の身の安全は自分たちで守るという強い心構えが必要です。そして多くの場

合、適切な注意と対策を実行することにより、被害を避けたり小さくしたりすることは可能です。この手引きは、

当館が管轄するビサヤ地方において、我々自身が直面する可能性のある事態に、どのように備え安全を確保するか

という点につき、一般的な日々の安全（防犯）対策、自然災害、緊急事態発生時の対応などについて解説していま

す。 

 

この手引きが、在留邦人の皆様自身による安全対策の参考になれば幸いです。また、以下２つのことについて、

お願いいたします。 

 

１．情報収集について 

情報収集は、海外生活では欠かすことのできないトラブル防止策です。日頃から新聞、ネットのニュースには注

意を払い、お住まいの地域でどのようなことが起き、どのようなことに注意しなければならないか、常に関心を寄

せるようにしてください。 

また、大使館・総領事館も、注意喚起や情報提供に努めています。「在留届」や、第三国へ御出張や御旅行の際

の「たびレジ」への登録（いずれも外務省又は当館のホームページから提出・登録が可能です。）をしていただく

と、緊急時の連絡先を外務省・総領事館と共有できるとともに、安全情報をタイムリーにメールで受け取ることが

できますので、あらためて提出・登録の有無を御家族や所属団体の関係者の分も含めてご確認ください。 

●オンライン在留届：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html  

●たびレジ：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html  

 

２．外務省・海外安全ホームページ等の活用について 

外務省海外安全ホームページには、中長期的な観点からその国の治安情勢等を対象地域毎ごとに 4 つのカテゴ

リーにより安全対策の目安をお知らせする「危険情報」、危険度の高い感染症に関してお知らせする「感染症危険

情報」各国・地域の犯罪発生、出入国など、主に渡航者向けの基礎となる情報をお知らせする「安全対策基礎デー

タ」、その国のテロ・誘拐情勢に関する情勢をお知らせする「テロ・誘拐情勢」等を掲載しています。これらもあ

わせてご活用ください。 

また、在フィリピン日本国大使館が作成した『フィリピンにおける安全対策』では、フィリピン全土に係る犯罪

の特徴や、テロ・誘拐・脅迫対策についても解説されていますので、こちらもあわせてご活用ください。 

●外務省・海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/  

●『フィリピンにおける安全対策』：https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100020574.pdf  

  

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ph.emb-japan.go.jp/files/100020574.pdf
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※フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の対応について

（2020年 12月 1日現在） 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症については、世界保健機関（ＷＨＯ）が、３月１１日、この感染症がパンデミッ

クと形容されると評価した後も、世界的な広がりを見せています。１０月３０日現在、１８９か国・地域で４，

４００万人以上の感染が確認され、全世界の死亡者数は１２２万人以上となっています。感染拡大が継続してお

り、一部の国においては再拡大の傾向が見られるなど、依然として警戒が必要な状況が続いています。日本の外

務省は、ビサヤ地方を含むフィリピン全土に対し、感染症危険情報レベル３（渡航は止めてください。（渡航中

止勧告））を発出しています。フィリピンに滞在中の方は、感染予防に万全を期すとともに、今後の感染状況や

医療事情に留意する必要があります。 

 

 

２．コミュニティ隔離措置が継続されていますので、「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオム

ニバス・ガイドライン」や分野別のガイドラインを参照するとともに、報道等を通じて今後の発表等最新情報を

入手するようにしてください。また、フィリピン各地で実施されている新型コロナウィルス感染症対策に伴い、

検挙される違反者が依然として認められています。特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であ

っても、市、バランガイ、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在

されている地域の地方行政機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを

避けるように努めてください。 

 

 

３．フィリピン国内線・国際線ともに、ニノイ・アキノ国際空港発着便を中心に就航していますが、依然として

混乱も見られ、また、搭乗に際し、PCR検査の陰性証明書、旅行許可証等の携行が必要となることがあります。

ご利用の際は、各航空会社等から最新の情報の入手に努めてください。 

 

 

４．フィリピン運輸省の規定により、公共交通機関利用者に対しては、フェイス・シールドの着用が義務づけら

れています。空港当局によれば、空港施設内においても着用が求められるとのことです。また、外出時は、マス

クおよび顔全体を覆うフェイス・シールドの両方を着用するのが、一般市民でも当たり前となっており、商業施

設やレストラン等でも、マスクとフェイス・シールド両方を着けていないと入店できない場合もあるようですの

で、ご注意ください。 

 

 

５．世界的規模の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、旅券法施行規則が一部改正されました。新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により、旅券の有効期間満了前の旅券の切替申請や旅券の受領のため在フィリピン日本

国大使館、在セブ日本国総領事館等に来館することが困難な場合には、在住する地域を管轄する在外公館（ルソ

ン地方は大使館、ビサヤ地方は在セブ総領事館）にご相談ください。 

  



- 3 - 

 

Ⅰ フィリピンにおける犯罪の特徴とその予防策等 

 

 

１．フィリピンにおける犯罪の特徴 

 

（１）フィリピンにおいては、一般市民でも、警察への登録・許可制度に基づく合法的な銃の所持・携行が認めら

れているため、セブ圏を含め、銃器を用いた犯罪を生みやすい社会土壌があることを認識しておくことが非常

に大切です。 

 

（２）フィリピンで発生する犯罪の特徴として次のような点があると考えられます。日本で発生している同種犯罪

のほか、フィリピン特有の犯罪が常にあることを理解しておく必要があります。 

ア 凶器（特に銃器等）を用いた犯行 

イ ターゲットを絞った犯行 

ウ フィリピン人との何らかのトラブル（怨恨・嫉妬、商売等）に起因した犯行 

エ 組織的な犯行 

オ 外国人コミュニティーにおける自国民による自国民に対する犯罪（恐喝、強請等） 

 

（３）こうした事情等もあって、セブ圏においても、拳銃や刃物を用いた邦人の凶悪犯罪被害（殺人・強盗等）が 

近年毎年報告されています。 

 

 

２．フィリピンの犯罪件数と日本人の被害 

 

フィリピン国家警察（Philippine National Police/PNP）が発表した全国犯罪統計によれば、2019年（暦年）

のフィリピン全土の犯罪発生件数総計は約 48.2万件であり、このうち、殺人事件は約 7千件、強盗事件は約 9

千件と、減少傾向にあるものの殺人事件の発生数は日本の約 7.5倍、強盗事件も約7.5倍となっています。 

セブ圏を含むビサヤ地方においても、在留邦人・短期渡航者の別を問わず、様々な邦人の犯罪被害が報告され

ています。以下、セブ圏において特によく報告される邦人被害事例や予防策等をご紹介します。 

 

 

３．犯罪の種類・手口と予防策等 

 

（１）報告の多い犯罪被害（窃盗・強盗等一般犯罪） 

   セブ市・マンダウエ市・ラプラプ市内を中心に、日本人の窃盗・強盗被害報告が後を絶ちません。物的被害

にとどまらず、銃撃により負傷したケースも報告されており、安全な場所を通るなど十分な注意が必要です。 

ア 強盗（路上強盗） 

夜間の路地で、男性2～3人組に拳銃や刃物で脅され、所持品や金品を要求されたり、身につけていた貴

金属を強奪されたりする事件等が発生しています。 

中には、羽交い締めにされたり、実際に発砲を受けたりした日本人の例も報告されています。 

     

イ 窃盗 

（ア）スリ・置き引き 

マーケットやショッピング・モール、公共交通機関（特にジープニー）等を利用した際のスリ被害、
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ホテルやレストランでの置き引きの被害が依然として発生しており、日本人も被害に遭っています。特

に、旅券、財布、スマートフォン、タブレット端末、ウエストポーチ、セカンドバッグ等の窃盗被害が

目立ちます。エスカレータの上やエレベータの中、スーパーマーケットやショッピング・モール等の混

雑した場所では十分な注意が必要です。 

 

（イ）ひったくり 

主に夜間において、オートバイに乗った人物による携行品のひったくり被害が発生しています。バッ

グにしがみついたために転倒して思わぬ怪我をする例もありますので、注意が必要です。 

 

（ウ）その他 

昼夜を問わず路上で、急に子供たちに取り囲まれ、小銭等をせがまれて、気を取られている隙にバッ

グやウエストポーチの中から財布を抜き取られるケースが報告されています。 

 

 

（エ）いかさま賭博 

   特に語学留学生から被害報告が寄せられています。ショッピング・モールや繁華街等を散歩中、親し

げに声をかけてきた人物に、自宅と称する建物に案内され、その後，家族と称する人物からトランプ・

ゲームに誘われて、最終的に多額の掛け金を巻き上げられるというものです。 

犯行は組織的に行われ、またゲームに誘い込む手口が巧みなことから、被害者の多くは「いかさま賭

博の事例は承知していたが、まさか自分が巻き込まれているという実感がなかった。」と述べています。

なお、このような事案でも、当事者が自主的に賭博に応じたと当局が判断すれば、場合によっては被害

者とはみなされず、逆に違法な賭博を行ったとして罪に問われることもあります。簡単に見知らぬ人物

の誘いには乗らないよう，くれぐれも注意してください。 

 

 

   ★ 窃盗・強盗等の主な予防策 

    ● 外出時には、多額の現金、パスポート等の貴重品を持ち歩かない。 

● 狙いを定めて犯行に及ぶ犯人が多いことから、銀行からの帰り道などは周囲の状況に十分注意する。 

● 常に手荷物から目を離さない。 

● やむを得ず貴重品を携行する際には、１つのバッグに入れず分散して携行する。 

    ●（特に女性は）極力夜間の一人歩きを避ける。 

● 歩行中は、バッグを車道とは反対側に携帯するよう心がける。（肩掛け式のバッグを、たすきがけにす

ることが望ましい。リュックサック式のものは、背後からジッパーを開けられる、又は刃物で切り裂か

れ財布等を奪われることがあるので注意。なお、ひったくりの犯人はオートバイを使うことが多いた

め、不幸にして被害に遭った場合は、身の安全を第一に考え、抵抗せずバックから手を離す。） 

● スマートフォンを見ながら、電話をしながら、音楽を聴きながら等「ながら歩き」はしない。（周囲の

環境の変化への注意力が低下する。） 

● 移動の際は公共交通機関（バス、ジープニー等）の利用は極力避ける。 

● 流しのタクシーは極力利用しない。（店、ホテル等に呼んでもらう。） 

● タクシーを利用する際は、極力複数名で利用する。 

● 繁華街や乗り合いバスなど人混みの中では、常に用心し、バッグの中の財布の位置に気をつける（す

ぐ出せるところや、ズボンの後ろポケットからスリ盗られることが多い。）、また、混雑しているエレベ

ータやエスカレータなど、身動きのとれなくなりそうな場所はなるべく利用しない。 

    ● 人前で財布や高価そうなタブレット端末等を可能な限り見せない、または使わないようにする。 
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● 万一被害にあった際は、相手が凶器を持っていることを想定して抵抗せず、また、急いでバッグやポ

ケットに手を入れたり、走り出したりするなどの突然の挙動を避ける。 

● 見知らぬ人に軽々しくついて行かないよう、また提供されたもの（飲食店等においては、自分が注文

したものではないもの）を不用意に口にしないよう心がける。 

● 周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場を離れる、できるだけ滞在

時間を短くする等、その場の状況に応じた安全確保に努める。 

 

（２）その他の犯罪 

ア 殺人 

残念ながら、フィリピンは世界中で日本人の殺人事件が最も多い国のひとつとなっています。事件の多く

は、フィリピン人と何らかの接点を有しており、商売上のトラブル、怨恨等に起因するものと推察されます。

また、外国人の例ですが、夜間、強盗に遭い、抵抗したり、突然逃げ出したりして射殺されるケースもたび

たび起きています。 

 

★ 主な予防策等 

    ● 良好な人間関係の構築に努める（フィリピン人のプライドの高さを理解し、感情的にならず、常に過

激な言動は慎むよう心がける。）。 

    ● 言葉が分からないからといって、フィリピン人に全てを任せない（任せたフィリピン人と共謀する可

能性がある。）。 

    ● 多額の現金を持ち歩かない（フィリピンに持ち込まない。）。 

● ホールドアップされた場合には、身の安全を最優先し抵抗せず、急な行動を避ける（急にズボンのポ

ケットやバッグに手を入れようとすると反撃するものと誤解されることがあるので注意が必要です。）。 

 

イ ホテル、銀行、所属企業の強盗被害 

2019年 10月 19日、マンダウエ市内のショッピング・モール内で、夕方、十数名が銃や金槌で武装して

宝石店等を狙うという強盗事件が発生しています。宿泊先のホテルや、お使いの銀行、または所属企業等が

強盗被害に遭う可能性も踏まえ、あらかじめ対応を考えておく必要があります。 

 

   ★ 主な予防策等 

● 利用する施設の非常口、避難経路をチェックする。 

● 所属先企業においては、防犯対策を見直し、日頃から狙われにくい環境を構築するよう努める。 

● 万一強盗事件に巻き込まれた場合は、身の安全を第一に考え、ホールドアップされた場合には抵抗し

ない（両手を上げる）。また、周囲で発砲音等が聞こえた場合には、悲鳴をあげたり、叫んだりせず、

避難経路から可能な限りすばやくその場を離れる。 

 

ウ 強姦 

    2019 年（暦年）のフィリピン全国犯罪統計によれば、フィリピン全土で、約 9.5 千件の強姦事件が発生

しており、日本と比較して発生率が極めて高いので（日本の約 7倍）、日頃の行動には慎重かつ細心の注意

を払う必要があります。なお、女性の邦人旅行者がストーカーまがいの被害に遭う事例も報告されています。 

 

   ★ 主な予防策 

● 初対面の人を安易に信用・信頼せず、軽々に携帯電話番号を教えたり、また、たとえ女性複数であっ

ても不用意に共に行動したりしない。 

● 露出度の高い服装を避ける。 
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●（特に夜間）できるだけ一人で出歩かない。 

● 薄暗い公園などの人気のない場所は避ける。 

● 時間帯を問わず、単独でのタクシー等の利用をできるだけ避ける。 

● 万一に備え、ホイッスル・防犯ブザー等大きな音が出るものを身につけ、危険が迫っていると感じた

場合に使用する。また、危険を感じたら、躊躇せず周りの人に助けを求める。逃げる際は悲鳴をあげ続

け、明るい方向や人がいる方向に逃げる。 

● 在宅時も、常に施錠を心がけ、また、たとえ住居が高層階にあっても、カーテンを開けたまま肌を露

出しない。 
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Ⅱ 基本的な安全・防犯・事件・事故対策（要注意事項） 

 

１．犯罪に対する基本的心構え 

 

（１）生命と身体の安全を最優先に考える 

凶器（特に銃器）を使用した犯罪が多いフィリピンです。「セブは安全だ」と思い込まず、常に一定の警戒

心を持って行動してください。仮に強盗などに襲われた場合は、相手が凶器を所持しているものと認識し、絶

対に抵抗せず、また反撃と誤解されないように、まずは身体を動かすことなく、たとえば「ポケットに財布が

入っている。」などと説明する、又は指で差し示して要求された金品を差し出すようにするなど、生死に関わ

る事態に発展する危険があることを認識し、落ち着いて行動してください。 

 

（２）いずれの人物に対しても、絶対に暴力的な言動をとらず、諍いや争いを避ける 

近隣住民とのトラブルを契機に、相手を面前で叱責したために、脅迫やいやがらせを受けた例も報告されて

います。フィリピンにおいては、いずれの人物（近隣住民、官憲、他人、知り合い、家族等）に対しても、公

衆の面前で罵倒し、恥をかかせるといった行為はタブーとされていることに留意し、日頃から恨まれないよ

うに注意することで、犯罪を誘発する環境を作らない（犯行のチャンスを与えない）ことが重要です。 

また、防犯対策ではありませんが、官憲に対して大声を上げたり、詰め寄ったりすると、公務執行妨害と見

做され、場合によっては逮捕・拘束されることもありますので、そのような行動は慎んでください。 

 

（３）周囲の雰囲気に溶け込む 

日本人を含め、外国人は一般に裕福と思われており、犯罪のターゲットにされがちです。服装、持ち物は、

華美なものをできるかぎり避け、なるべく目立たないものにすることが重要です。 

 

（４）見知らぬ人や確認の難しい話を安易に信用しない 

言葉巧みに話しかけられても、狙われていると考えて相手の誘いに乗らないようにしてください。特に、日

本語で話しかけてくる人物には、男女を問わず警戒が必要です。ストーリー仕立ての犯罪もあることを十分

理解し、たとえその出会いが自然に思えたとしても、知り合ったばかりの人の誘いにのって、飲食をともに

したり、その人の家に行ったり、連絡先を安易に交換したりしないようにしてください。 

家族の事故による治療・入院費用、入管での滞在査証延長手続きに必要な経費等を理由に振り込みを指示す

るような電話を受けた場合には、電話内容を安易に信じることなく、本人や所属先などにも事実関係を確認

するようにしてください。 

 

（５）行動パターンを単調にしない 

   誘拐対策にも繋がりますが、単調な行動（通勤路、通勤時間あるいは散歩時間のパターン化など）を避ける

など、行動を予測されないよう心がけてください。 

 

（６）心身とも健康に 

   悩み事や心配事に気を取られていたり、身体に変調を来していたりする時こそ、犯罪に巻き込まれないよ

う、注意・警戒する必要があります。 

また、犯罪被害ではありませんが、近年、マリンスポーツに伴う邦人の水難事故が報告されています。体調

が優れないと感じたときは、無理に遊泳しない等、日頃から心身の健康・体調管理を心がけてください。 
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２．住居・住宅における安全対策 

 

  【原則】 

● 鍵の管理をしっかり行い、万が一、紛失した場合には速やかに交換する。 

● 室内にいるときは必ず施錠し、ドア・チェーンがある場合は忘れずにかける。 

● 帰宅時に侵入された形跡が認められる場合は、中に入らず速やかに警備員に連絡する。 

● 在宅中に「おかしい」と異変を感じた時は、在室している部屋を出ることにより、犯人と鉢合わせしたり、

犯人の逃げ道を塞ぐ結果になり危害を受ける可能性が高くなるので、確認のため直ちに部屋を出るような

ことはせず、受付、警備員等に連絡するなど慎重に行動する。万が一、犯人と鉢合わせしても、犯人を興奮

させないため、パニックにならずに平静を保つ。 

● 侵入が確認された場合には警察に通報する。住居内は、警察による捜査の為、そのままの状況とし、むや

みに手をつけたりしない。また、所属先へも忘れず通報する。 

● 心当たりのない郵便物、小包等が届けられた場合には開封（開梱）せずに、直ちに警備員に通報する。 

● 使用人や警備員（いずれもかつて雇用していた者を含む）が係わっている犯行が少なくないので、平素か

ら良好な人間関係の構築に努めるよう心がける。 

 

【具体的対策】 

（１）来訪者の確認 

ア 来訪者がある場合には、事前に警備員・受付に来訪者氏名、訪問時間を知らせる。 

 

イ 玄関では、氏名、用件（訪問目的）を尋ね、「ドアスコープ」で確認してからドアを開ける。 

 

ウ 修理工、電気検査員等については、慎重に身元確認を行い、不審な点がある場合は、派遣元に電話して身

元を確認する。また、修理・検査時は、作業員から目を離さない。 

 

（２）使用人への注意 

ア 住み込み、通いを問わず、使用人を通じて、自宅内の資産状況、調度品、所持品、旅行等による不在の期

間等の情報が外部に漏れるおそれがあることを常に認識し、日頃から不必要な情報を伝えず、また口外しな

いように指導する。 

 

イ 家族を含めた行動パターンが把握されているため、厳しく注意された場合、または解雇された場合などに

脅迫や誘拐事件等に発展するおそれがあることを認識し、日頃から温和かつ節度ある態度で接し、良好な関

係を築くように心がける。 

 

ウ 見知らぬ者を勝手に室内に入れたり、招待したりしないように指導する。 

 

エ 外部からの電話で、家族の連絡先を教えるように言われても、職場や携帯電話番号を教えず、電話をして

来た者の氏名、所属先、電話番号、用件を聞き、家族から連絡する旨伝えるよう指導する。また、電話に出

るときは不用意に名を名乗らず、また間違い電話に対しては、“Wrong Number（間違いです）”とだけ伝えて

切るよう指導する。 

 

（３）施錠を心がける 

ア 犯人の侵入口は、玄関はもとより、窓や使用人用の出入り口等、普段あまり点検しない場所が多いので特

に注意して施錠を心がける。 



- 9 - 

 

 

イ 玄関等のドアの鍵の状態を定期的に点検するとともに、補助錠（ドア・チェーン等）をつけるようにする。 

 

ウ 確実に施錠されているか、気になったら人を頼らず自分自身で点検する。 

 

（４）家屋（マンション以外の独立家屋）の外周を点検する 

   家の周囲に塀を乗り越える、あるいは２階への足場になるようなものが放置されていないか点検する。ま

た、隣接している建物が工事用の足場等を組んだときなどは特に目を配るよう注意する。また、クーラーを設

置していないクーラー取付口は、鉄又は厚い板等で厳重に閉めておく。 

 

（５）家の中に「安全室（パニック・ルーム）」を確保する 

ア 家の中へ賊が侵入したときに備え、家族が立て籠もれる安全室（パニック・ルーム。通常は電話等が設置

されている主寝室）を確保する。（安全室は、施錠可能なドアのある部屋とし、補助錠をつけておくとなお

よい。） 

イ 安全室内には、停電時でも使用可能な電話を設置（携帯電話可）するとともに、緊急連絡先リストを常備

する。（数日分の飲食品を用意できればなおよい。） 

ウ 賊に侵入された場合に備え、手渡すためのある程度の現金を用意しておく。 

 

 

３．その他の注意事項 

 

（１）マクタン・セブ国際空港（MCIA）利用時の注意事項 

セブ国際空港では、入国・税関審査時のトラブルが時折報告されます。また、特に夜間、空港から市内への

移動中に車両強盗に遭遇するなどの事件も発生しています。マクタン・セブ国際空港を利用される場合の注意

点を以下のとおり説明しますので、十分御留意ください。 

ア 入国時の注意事項 

（ア）到着直後 

① 入国審査官は、入国目的や滞在期間、必要な査証の有無等を確認するのと同時に、渡航者の態度や挙

動等も同時に審査しています。入国審査場、税関検査場等で大声を上げたり、係員に詰め寄ったりす

ると、不良外国人として入国を拒否されたり身柄を拘束されたりすることがありますので、十分注意

してください。なお、出入国審査は、フィリピン当局の主権・判断により行われるものですので、在

セブ総領事館が当該人に代わって入国を認められるように交渉したり，判断に異議を唱えたりする

ことはできません。 

 

② 日本同様、税関においては荷物の開披検査が行われる可能性があることから、税関申告は正確に行う

よう心がけてください。（フィリピンの関税法上、外国人の荷物は、税関検査官の判断により課税対

象となるか否かが決められます。一旦検査を受けると、特に高価そうなものは全てレシートの提示を

求められ、レシートがなければフィリピンの関税定率に基づいて税金が徴収されます。違法性が疑わ

れる物品や多額の現金、または滞在日数に見合わないほど大量な医薬品や化粧品等を持ち込まない

ようにすることは言うまでもありませんが、主に申告を要するものとしては、制限を超えた量の酒

類、たばこはもとより、客観的に高価であることがわかる腕時計、貴金属類等また、スマートフォン

やパソコン、タブレット端末等の通信機器類についても、たとえば何個も保有していたり、あるいは

未使用品があったりすると、「未申告」を指摘され、定率に基づく関税を徴収されることがあります

ので、あらかじめ十分な注意が必要です。一旦開披検査を受け、そこで申告をしていなかった課税対



- 10 - 

 

象物品が見つかると、検査にも時間がかかりますので、これまで税関で開披検査を受けたことがない

からと安心せず、フィリピンへの持ち込み物品については、あらかじめ十分に吟味し、必要不可欠な

ものに限ることが肝要です。）  

 

（イ）空港からの移動 

① 出迎えがない場合の注意事項 

     出迎えがなく、配車アプリやタクシー乗り場に待機しているタクシーを利用せざるを得ない場合に

は、タクシーの側面及び内部に記載されている会社名、プレート番号、連絡先番号（固定電話番号乃至

携帯電話番号）を控えるとともに、タクシーに乗車していることを、待ち合わせの人、家族、職場の同

僚等にテキストしておくことも一案です。勿論、現場に到着したら、無事到着したとの一報をいれるこ

とも忘れずに。 

 

② 夜間到着便利用時の注意事項 

● 特に夜間は犯罪が起こりやすいこともあり、空港からの移動にも様々なリスクが生じやすくなる

ため、夜間到着便の利用はできるだけ避ける。都合により夜間到着便を利用せざるを得ない場合

は、あらかじめ到着時の出迎え体制を確認しておく。 

● なるべく自家用車や事前に手配した車を利用する。 

     ● 目立たない服装を心がける。 

● 家族等関係者とこまめに連絡をとる。 

     ● 混雑していてもできる限り裏道等を使わず、幹線道路を走行し、停車中でもドアはロックする。 

● 逃走経路を確保するため、停車する場合は前の車との間隔を開ける。 

 

 

イ 入国・出国時それぞれに共通する注意事項 

出入国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち込み、または持ち出す場合は、申告が義務づけられ

ています。現地通貨（ペソ）については、5万ペソ以上の持出し・持込みが禁止されています。 

日本からフィリピンへ入国するにあたり、総額1万米ドル相当額以上の外貨（現金、小切手、有価証券

等）及び貴金属類（金の地金等）を申告せずに持ち込み、フィリピン空港税関で摘発・押収される例も発

生しています。日本から 1 万米ドル相当額以上の外貨等を持ち込む場合には、あらかじめ日本の税関当

局に対して「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに，フィリピン税関当局に対しては、

「税関申告書（CUSTOMS DECLARATION）」の記入（該当箇所の YESにチェック）に加え、フィリピン到着後

に税関当局から「外貨等持込申告書（Foreign Currency and Other Foreign Exchange-Denominated Bearer 

Monetary Instruments Declaration Form）」を入手して必要事項を記入の上、適正な申告を行ってくだ

さい。また、フィリピンから国外へ総額 1 万米ドル相当額以上の外貨等を持ち出す場合にも同様の手続

きが必要となります。 

外貨の持ち出しや持ち込みに関し不明な点がある場合には、フィリピン及び渡航先国もしくは日本の

各税関に直接お問い合わせください。 

 

（２）交通安全・事故対策 

  【原則】 

● シートベルトを着用する。（運転席及び助手席ではシートベルトの着用が義務づけられています。後部

座席は義務づけられていませんが、子供を含め、できるだけ着用するようにしましょう。） 

●「交通ルールは守る」、「スピードは控えめに」、「わき見運転をしない」、「ブレーキは早めに」、「飲酒運転

は絶対にしない」など、徹底して安全運転を心がける。（運転手にも指導する。） 
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● 不幸にも事故を起こした場合は、安全確保、人命救助、警察への連絡を必ず行う。 

● 加害、被害事故及び物損、人身事故等双方に対応できる保険に加入しておく。 

【事故を起こした場合の具体的対応】 

ア 交通量の多い場所では特に、まず車両を移動して身の安全を確保した上で、負傷者の有無を確認する。 

 

イ 負傷者がいる場合は救護を最優先とし、救急車を手配する。 

 

ウ 相手の車の登録証及び運転免許証から住所、氏名及び連絡先を確認し、警察に通報する。（可能であれば、

証拠保全及び保険請求資料のため事故現場を写真撮影する）。 

 

エ 所属先の同僚、上司、家族、信頼できる友人等と速やかに連絡をとり、事故発生の事実、状況を通報する。

（可能であれば、そうした信頼できる人に現場に来てもらう。） 

 

オ 交通事故の概要を保険会社に連絡する。 

  

カ 目撃者がいれば、証言内容、住所、氏名及び連絡先を控える。 

 

キ 担当警察官の官職、氏名及び連絡先を確認する。 

  

ク 過失の判断がつかない場合は、早計に過失を認めたり、謝ったりしない。ただし、こちらに明らかな過失

がある場合は、誠実に対応することも肝要。（※当地の交通事故の処理においては、過失の有無よりも損害

補償の可否が重要とされる場合が多いため、保険に加入しておくことをお勧めします。） 

 

ケ 加害者として身柄を拘束されたら、家族、会社、弁護士、在セブ総領事館等に連絡する。（在外公館では

釈放・減刑等の要求や、通訳・翻訳はできませんが、ご希望があれば、弁護士等のリストをお見せすること

ができます。） 

 

（３）麻薬等違法薬物について 

   現在、フィリピンでは、国を挙げて覚醒剤などの違法薬物対策に取り組んでおり、違法薬物関連の犯罪に

対する取り締まりが強化されています。その取り締まりは非常に厳しく、犯罪者に対しては当局として容赦

のない対応をとる場合もあります。外国人も例外ではありません。興味を示さないようにすることは当然で

すが、繁華街の路地裏など麻薬・薬物犯罪の温床となるような場所には近づかない、見知らぬ人物から不審

なもの（タバコ、高級茶葉と称される例が多い）を購入しないなど、違法薬物に関わらないよう細心の注意

を払ってください。 

 

（４）売買春について 

   当然ながら、売買春は処罰の対象となります。フィリピン刑法においても厳しい量刑が定められており、

たとえば未成年者に対するわいせつ行為や売買春の勧誘や強要を行った場合、最高で終身刑等が科されるこ

ともあります。 

   フィリピンでは、売買春に絡む恐喝、いわゆる美人局（つつもたせ）や詐欺まがいの例に巻き込まれる外

国人旅行者が少なくありませんが、多くの場合、旅行者側の遵法意識が欠けていることも事実です。誘いに

乗ることのないようくれぐれも留意してください。 

 

（５）個人情報保護に関する意識の乏しさ 
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フィリピンでは、たとえば婚姻許可申請者の氏名・住所等が市役所に一定期間掲示されたり、滞在許可申請

者の情報が入国管理局のホームページに掲載されたりすることが一般的であり、個人情報保護に関する意識

は希薄であり、法律も整備されていない状況です。そのような状況ですから、たとえば日本人が何らかの事

件・事故に巻き込まれた場合、警察等当局が当事者・被害者の氏名等を一方的に公表してしまうこともありま

す。その点、日本とはまったく異なることをあらかじめ十分承知して生活する必要があります。 

 

（６）邦人同士のトラブル 

様々なトラブルは邦人同士にも起こり得ることです。相手が日本人だからと気を許してしまい，思いもよ

らぬトラブルに繋がることもあります。国籍を問わず，真に信頼できる人物かどうかを見極めることが大切

です。 

 

（７）「転ばぬ先の杖」 

思いも寄らない事故や病気によって入院し、多額の治療費等が掛かったり、オーバーステイになったりし

たことを契機に、困窮状態に陥ることが散見されます。様々なことを想定し、十分な補償額の保険等に加入

しておくこと、目的に応じたフィリピン滞在資格を正しく取得することが非常に重要です。 

トラブルに直面し、頼れるような人がいない、もしくは居なくなってしまった場合には、無理に当地に留

まるのではなく、困窮状態に陥ってしまう前に、一旦、生活の基盤を日本に戻し、本国内の親族や友人等か

らの支援を受ける・日本の地方公共団体の窓口に相談することも検討してください。 
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Ⅲ 自然災害 

フィリピンでは、台風、地震、火山活動等による自然災害の発生も少なくなく、ビサヤ地方も例外ではありま

せん。甚大な自然災害にが発生した場合は、航空機や船などの交通機関がストップしたり、また電話やインター

ネットが不通となるなど、外部との連絡が寸断され、さらには物資の供給が十分に及ばなくなった例もありま

す。緊急備蓄品（食料や飲料水（10日～2週間分程度）、懐中電灯、ライター、ろうそく、携帯ラジオ、予備の

電池、医薬品、マスク等）を準備しておくとともに、日頃からテレビ、ラジオ、インターネット等で常に最新の

情報を入手する等、自然災害に対する警戒を怠らないようにしてください。。 

また、滞在先で災害が発生した場合、まずは自らの身の安全を確保し、その上で可能な限り速やかに滞在地を

管轄する在フィリピン日本国大使館、在セブ総領事館、または在ダバオ総領事館に連絡するようにしてくださ

い。 

 

 

１．台風 

フィリピンには、毎年台風が上陸し、ビサヤ地域も被害を受けています。2013年11月には、上陸した台風と

しては観測史上最大級の猛烈な台風 30号（フィリピン名：ヨランダ）が東部ビサヤ地方に上陸し、死者・行方

不明者約8千人、負傷者約2万 9千人を出すなど甚大な被害をもたらしました。台風シーズン（8月～12月頃）

にフィリピンを訪問する場合には、日本やフィリピンの気象庁等関係当局から台風の進路を含む最新の情報を

入手するよう努めてください。 

また、この時季に限らず、大雨、集中豪雨により、道路の冠水、洪水や土砂崩れ等の被害が発生することもあ

りますので留意してください。 

 

２．地震 

地震もフィリピン国内の広い地域で比較的頻繁に発生しており、2013年10月にはビサヤ地域ボホール島を震

源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、死者・行方不明者 230 人、負傷者約 1千人を出すなど大きな被

害をもたらしました。 

地震発生の際には、まず頭部を守り、避難路を確保し、一旦揺れが収まったら火の元を確認し、余震・本震に

備えてください。また、直後は、津波の浸水や、土砂崩れの危険があるため、その地域にお住まい又は滞在中の

方は、速やかに安全な場所に避難してください。 

 

３．火山活動 

2020年1月、ルソン島南部バタンガス州のタール山で火山活動が活発化し噴火したことから、当局は警戒レ 

ベル4（危険な噴火が差し迫った状態）に引き上げ、山頂から半径 14kmの立入り禁止に加え、危険地域に居住 

する20万人を超える住民を退避させました。2020年3月現在、警戒レベル2（中レベルの火山不安定）が発令

されていますが、今後とも注意と警戒が必要です。 

ビサヤ地方については、ネグロス島北部・西ネグロス州にあるカンラオン火山（西ネグロス州）にレベル 0の

噴火警戒レベルが発令されています。 

 

台風、地震、火山等の最新情報については、下記のURLを併せ御参照ください。 

日本気象庁（台風情報） ： http://www.jma.go.jp/jp/typh/  

フィリピン気象庁(PAGASA)： http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/  

フィリピン地震火山研究所： https://www.phivolcs.dost.gov.ph/  

フィリピン国家災害リスク削減管理委員会： http://ndrrmc.gov.ph/  

http://www.jma.go.jp/jp/typh/
http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/
https://www.phivolcs.dost.gov.ph/
http://ndrrmc.gov.ph/
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Ⅳ 緊急事態発生に対する心構え 

 

 

前述のとおり、フィリピンは、地震、台風、火山等、大規模自然災害の脅威にもさらされています。たとえば台

風がひとたび上陸すれば、交通機関は麻痺し、家屋の浸水、道路の冠水、高潮、土砂崩れ等多くの被害が発生しま

す。2013年11月には、過去に類を見ないほど猛烈な台風 30号（台風ヨランダ）が上陸し、6千名以上の命が失わ

れました。そして火山。1991年には、マニラ首都圏から北東約 100kmの距離にあるピナトゥボ火山が 20世紀最大

級と言われる大噴火を起こし、火砕流等によって数百名に及ぶ死者を出しましたし、昨年は、マヨン火山の噴火に

より、延べ6万5千人以上が避難する事態となりました。それに地震。2013年にはビサヤ地方（ボホール島）、最

近2017年2月にはミンダナオ北東部で強い地震が発生し、それぞれ大きな被害も出ています。火山では噴煙によ

る健康被害や雨による泥流（土石流）被害、地震では火災等、二次災害の発生にも厳重な注意が必要です。 

 

我々の生活を脅かすこのような緊急事態が、いつ、どこで、どのような形で発生するかを的確に予測することは

困難ですが、平時から緊急事態に備えた心構えを持ち、御家族、職場で話し合い、関係各所の緊急連絡先を家族、

所属先企業、組織・団体間で共有しながら、連絡体制を確認したり、行動要領を検討したりすることが非常に重要

なことです。 

 

以下は、そのような不測の緊急事態において、我々自身が迅速かつ適切な行動をとるために必要な心構えや準備

しておくべき事柄をとりまとめたものです。御参考として、一度、御家族や関係者と御検討いただきますようお願

いします。 

 

 

１．平素からの準備・心構え 

 

（１）連絡体制の整備 

   緊急事態発生時に安全を確保し、安否を確認する上で、連絡が確実かつ迅速に行われることが非常に大切で

す。次の諸点に御留意ください。 

ア 「在留届」の提出、「たびレジ」の登録 

在外公館として、邦人が当地に長期に在留していることを把握し、安否確認含めて連絡を行う場合の基礎

となるのが「在留届」です。フィリピンに 3か月以上滞在される場合は、必ず「在留届」を提出してくださ

い。（転居等に伴う住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等に変更があった場合には、変更事項

を忘れずに大使館までお知らせください。）また、御旅行、御出張等でフィリピン又はフィリピン以外の国

に渡航される際は、万一に備え、事前に必ず、「たびレジ」の登録を行うように心がけましょう。 

併せて、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。2013 年の台

風 30号では、日本の親族から多くの安否照会がありましたが、当時はたびレジもありませんでしたし、在

留届を提出していなかった方が少なからずいらっしゃったことで、御親族も大変に心配され、また安否確認

作業にも大きな支障を生じました。あらためて在留届の提出（併せ帰国・転出の届出や登録事項変更の届

出）、たびレジの登録を励行願います。） 

 

イ 緊急時の連絡先・方法の整備 

（ア）親族間、企業を含む所属組織・団体間の連絡については、日頃から連絡先を把握できるようにしておき、

緊急時の連絡が確実に行われるよう整備するとともに、年 1 回は、緊急連絡網による訓練をするように

してください。 
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（イ）組織・団体に所属していない場合でも、近くに住んでいる方や知人・友人等と日頃のお付き合いを通じ

て、緊急事態が発生した際の連絡先を交換し合っておくことが大切です。 

 

（２）保険加入のおすすめ 

フィリピン国内で思いがけない病気にかかったり、事件・事故に巻き込まれ、入院・治療を受けたものの

保険に加入してなかったために、莫大な治療費の支払いに苦しむことが散見されます。海外に渡航・滞在す

る際は、万一の場合に備え、十分な保険金額の保険に加入することを強くおすすめします。 

   なお、サービスの内容には保険会社により異なりますので、保険会社にお問い合わせください。 

 

（３）緊急事態における携行品、非常用物資の準備 

（準備しておくべき品物等については、末尾の「Ⅴ 参考」の（２）チェックリストを御活用ください。） 

ア パスポート、現金（ペソ貨（できるだけ少額な額面のもの）、外貨（米ドル、日本円等））、クレジットカ

ード等、最小限必要なものは、直ぐ持ち出せるよう用意しておくことが大切です。 

 

イ 情勢の推移によっては、一定期間自宅、状況によっては職場での待機が必要となる場合も想定されますの

で、飲料水、非常用食料、医薬品、燃料等を家族（職場においては職員）分 10日程度準備しておくように

してください。 

 

ウ 普段、車両で移動することが多く、御自身の居住地や勤務先がどこに位置するかあまり気にかけていない

のではないかと思います。一方、緊急事態発生地点と現在地（自宅、職場）の位置関係、避難場所、避難経

路等を検討しておく上で地図はとても大切です。徒歩での移動に備えて、折りたためる地図を一つ用意して

おかれるとよいでしょう。 

 

（４）避難経路・場所の確認 

自宅、勤務先における避難経路や家族の避難場所、また通勤途上等における一時避難場所等をあらかじめ確

認・検討するようにしてください。（どこにいても、常に、非常口や階段等の場所又は避難場所等を確認する

癖をつけるようにしましょう。ただし、避難の際には、緊急事態の形態に応じ、たとえば余震、火災の発生、

また非常口に殺到する人々による将棋倒しの発生等を想定し、タイミングや経路を、落ち着いて見極める必要

があります。） 

 

（５）情報収集 

大使館・総領事館では、各種の安全対策情報を、主に下記アの方法をもって情報発信しますが、皆様におか

れても、下記イなどを通じ、御自身による情報収集努力をお願いします。なお、非常事態時には、通信網が破

壊されることが多いため、テレビやインターネット等からの情報収集が困難となることを想定し、短波ラジオ

受信機の常備を強くお勧めします。（「ＮＨＫワールドラジオ日本（短波放送）」は非常事態の際、日本の外務

省からの情報発信を積極的に行います。） 

 

ア 日本の外務省、大使館・総領事館からの情報発信 

    ●外務省・大使館・総領事館による情報発信（通称：領事メール） 

     緊急事態発生時に在留届・たびレジの記載・登録のあったメールアドレスに自動的に送信されます。 

    ●メールマガジン 

各種情報が自動送信されます。（大使館ホームページから御登録ください。） 

    ●在外公館ＨＰ上の記事掲載 
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在フィリピン日本国大使館：https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

●外務省海外安全ＨＰ 

https://www.anzen.mofa.go.jp 

●ＮＨＫワールド短波ラジオ日本（2020年11月現在） 

  ※ラジオ（日本語放送）の放送時間は次のとおりです。スマートフォン用アプリでも聴取可能です。 

フィリピンでの放送時間  周波数 

０２：００－０５：００  １７８１０ｋHz 

０７：００－１０：００  １５２８０ｋHz 

１０：００－１５：００  １１８１５ｋHz 

２１：００－２３：００  １１６３０ｋHz 

 

イ フィリピン関係機関による情報発信 

    ●フィリピン国家災害リスク削減管理委員会 

            http://ndrrmc.gov.ph/  

●フィリピン気象庁 

http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/  

●フィリピン火山地震研究所 

https://www.phivolcs.dost.gov.ph/ 

 

（６） 一般回線不通時の連絡体制の整備・検討 

2013年の台風30号被害では、台風の中心が通過した地域の通信網が完全に破壊され、同地域では、しばら

くの間、まったく連絡できない状況が続きました｡こうした場合の対応や代替連絡手段をあらかじめ想定して

おくことも重要です。（可能であれば、衛星電話、長距離無線機の購入・整備等も御検討ください。） 

また、緊急連絡先は、携帯電話への登録とは別に、メモの保管を心がけるようにしてください。 

 

 

２．緊急事態発生時の対応と留意事項 

 

（１）初動 

緊急事態が発生した場合には、現在の居場所（自宅、勤務先、外出先等）が安全かどうか、避難すべきかど

うか、またどこに避難すべきか等については、皆様御自身で落ち着いて御判断いただかなければなりません。

いかなる場合であってもパニックに陥らぬよう心がけましょう。また、警察官や自治体職員等当局者から指示

がある場合、あるいは避難場所が指定されている場合は、必ずその指示等に従うようにしましょう。（なお、

繁華街や混み合うビル、劇場などでは、我先に出口に殺到する群衆が死傷者を増やすことを肝に銘じ、まず自

分、と言う気持ちをもって、周囲のヒトに声をかけ、落ち着いて避難のタイミングや経路を見極めることが肝

要です。）常に周囲の状況に注意を払い、インターネット、テレビ、ラジオ等を通じて被害状況、被災地域等

の情報を収集し、危険な場所には絶対に近づかないようにしてください。（地震の際は、まず頭部を守り、避

難路を確保し、揺れが収まったら火の元をチェックし、余震・本震に備えてください。） 

 

（２）安否確認（関係者や大使館・総領事館への連絡） 

事態を認知し、少しでも状況が把握できたら（地震の場合は、断続した大きな揺れが収まったら）、まず落

ち着いて自分と家族の安否を確認し、通信可能であれば、現状を速やかに関係者（関係者がいない場合は大使

館）に伝達するようにしましょう。大使館・総領事館では邦人全員の安否確認を行いつつ、必要な情報提供を

行いますので、団体・企業の場合は、できる限り団体・企業ごとに代表者を決めてと連携をとるよう心がけて

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/
http://ndrrmc.gov.ph/
http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/
https://www.phivolcs.dost.gov.ph/
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ください。・総領事館は、緊急事態の状況に応じて、避難が必要と判断した場合には、緊急避難をお願いする

ことがあります。 

 

（３）退避 

深刻な緊急事態が発生したことにより、治安や生活環境が極度に悪化し、一時的な避難や国外を含めた退避

を検討しなければならなくなる事態がないとは言い切れません。しかしながら、まずは、緊急事態の形態、事

態の推移等を見極めながら、自宅・職場・外出先等での待機、一時退避、国外退避の必要性を判断することに

なります。 

ア 自発的な退避の場合の留意点 

（ア）事態が悪化し、自己又は派遣先の会社等の判断に基づき、自発的に帰国又は第三国へ退避する場合は、

その決定及び帰国（退避）者全員の氏名を大使館に通報するようお願いいたします。 

 

（イ）大使館・総領事館では、安否が確認されない邦人については、確認されるまで作業を継続しますので、

御一報頂けますと助かります。一方、退避時には連絡する余裕もないと考えられますので、その場合は退

避後で差し支えありませんので、在セブ総領事館（電話：＋63-32-231-7321/7322）、在フィリピン日本国

大使館（電話：＋63-2-8551-5710（大使館代表）又は+63-2-8551-5786（邦人保護ホットライン））又は日

本の外務省（領事局海外邦人安全課：＋81-3（東京03）-3580-3311（外務省代表））に忘れずに通報する

ようお願いいたします。 

 

イ 大使館・総領事館が退避勧告等に関するメッセージを発出した場合の留意点 

（ア）大使館・総領事館が「退避の勧告」や「退避の可能性の検討や準備を促すメッセージ」を発出した場合、

一般商用機が運航している間は、それを利用して可能な限り早急に国外に退避するようお願いいたしま

す。 

 

（イ）一方、臨時便を含む一般商用機の運行が停止した場合、あるいは満席で座席の留保が困難な場合には、

日本政府として、チャーター商用機（航空機）、または状況によって海上のルートを利用して退避を検討

することがあります。（※ チャーター商用機（航空機）の利用には、本邦ないし退避先までの片道エコ

ノミー料金を搭乗者御自身にお支払いいただくことになります。） 

 

ウ 大使館・総領事館が緊急避難先へ避難（集結）のメッセージを発出した場合の留意点 

（ア）事態が切迫し、大使館・総領事館から退避又は避難のための集結について指示があった場合には、緊急

時避難先に集結していただくことになります。（※ 緊急時避難先は、その都度、状況に応じて決定しま

す。） 

 

（イ）退避先では、状況の推移を見ながら、しばらくの間、同退避先で待機する事態も想定されますので、末

尾のチェックリストを参考にして非常用物資を御持参ください。（御自身や御家族の生命、身体の安全を

第一に考え、携行荷物は必要最小限にするようお願いします。） 
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Ⅴ 参考 

 

 

１．緊急時の連絡先（国番号：63） 

 

（１）全国（マニラ首都圏、セブ、ダバオ等）共通 

● 警察・消防・救急（National Emergency Hotline）：911 

● 診療救急（フィリピン赤十字）：143 

 

（２）マニラ首都圏 

在フィリピン日本国大使館 

住所：2627 Roxas Boulevard、 Pasay City 1300、 Metro Manila、 Philippines 

電話：02-8551-5710（代表）、02-8834-7508（領事班直通）、FAX：02-8551-5785（大使館領事班専用） 

    ◎邦人援護ホットライン TEL:02-8551-5786（※ 平日の午前 8時30分-午後5時 15分。ただし、夜間、

週末、祝祭日等の閉館時間も、邦人の人命に係わる緊急案件に関しては 24時間体制で対応します。) 

 

（３）セブ圏 

ア 警察署  

（ア）セブ市 ：166 

  （イ）マンダウエ市 ：032-420-2279 

  （ウ）ラプラプ市 ：032-505-9356又は032-495-5593 

 

イ 救急車 ：161（メトロ・セブ圏全般） 

 

ウ 消  防 ：160（メトロ・セブ圏全般） 

（ア） セブ市 ：032-256-0541 

（イ） マンダウエ市 ：032-344-4747 

（ウ） ラプラプ市 ：032-340-0252 

 

エ 病院 

（ア）Chong Hua Hospital Cebu City （救急外来あり） 

所在地：Don Mariano Cui St., Fuente Osmena, Cebu City 

電話：032-255-8000   

ホームページ： http://www.chonghua.com.ph  

 

（イ）Cebu Doctors’University Hospital （救急外来あり） 

所在地：Osmena Boulevard, Cebu City 

電話：032-255-5555 / 032-253-7511 

ホームページ： https://cebudocgroup.com/  

 

（ウ） Chong Hua Hospital Mandaue City (救急外来あり) 

所在地：Mantawi International Drive, Subangdaku, Mandaue City 

電話：032-233-8000 

http://www.chonghua.com.ph/
https://cebudocgroup.com/
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ホームページ： http://www.chonghua.com.ph   

 

（エ）University of Cebu Medical Center (救急外来あり) 

所在地：Ouano Ave., Subangdaku, Mandaue City 

電話：032-517-0888 

ホームページ：  https://ucmed.ph/  

 

（オ）Maayo Well Cebu 

所在地：U.N. Avenue Corner DM Cortes Street, Mandaue City 

電話：032-888-2662 / 0998-962-1234 

ホームページ： https://maayowell.com/  

 

（カ）Mactan Doctors Hospital （救急外来あり） 

所在地：Basak, Lapu-Lapu City 

電話：032-239-7002 to 7016 

ホームページ： https://cebudocgroup.com/  

 

（キ）ARC Hospital （救急外来あり） 

所在地：Barangay Agus, Lapu-Lapu City, Cebu 

電話：032-260-9189 

ホームページ： https://www.archospitals.org/  

 

オ 在セブ日本国総領事館（Consulate-General of Japan in Cebu） 

    住所：7th Floor、 Keppel Center、 Samar Loop corner Cardinal Rosales  

       Avenue、 Cebu Business Park、 Cebu City、 6000、 Philippines 

    電話：032-231-7321、032-231-7322（代表）、FAX：032-231-6843（※ 平日の午前 8時30分-午後5時15

分。ただし、夜間、週末、祝祭日等の閉館時間も、邦人の人命に係わる緊急案件に関しては24時

間体制で対応します。) 

 

（３）ダバオ 

在ダバオ日本国総領事館（Consulate-General of Japan in Davao）  

    住所：4th Floor、 B.I. Zone Building、J.P. Laurel Avenue、 Bajada、 Davao City 8000、 Philippines  

 電話：082-221-3100、082-221-3200（代表）、FAX：082-221-2176 

（※ 平日の午前8時30分-午後5時15分。ただし、夜間、週末、祝祭日等の閉館時間も緊急案件に関し 

ては、大使館と同様に 24時間対応します。) 

 

 

２．緊急事態に備えてのチェックリスト 

 

（１）パスポート 

□ 6か月以上の残存有効期間があること 

□ 最終ページの「緊急連絡先」に必要事項を記入してあること  

 

（２）現金及び貴重品（貴金属、預金通帳、クレジットカード等）  

http://www.chonghua.com.ph/
https://ucmed.ph/
https://maayowell.com/
https://cebudocgroup.com/
https://www.archospitals.org/
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□ 家族全員が10日程度生活するのに必要なペソ貨（少額な額面のものを含む）  

□ 外貨（米ドル、日本円等） 

 

（３）自動車 

□ 常時整備しておく 

□ 十分な燃料の確保  

□ 懐中電灯、地図、ティッシュペーパー、レジャーシート等 

□ 自動車を所有していない方は、近くに住む自動車を持つ方と平素から連絡を取り、必要な場合、同乗で

きるように相談しておく 

 

（４）その他携行品 

□ 携帯電話及び充電器（予備の電池があるとなおよい。） 

□ パソコン（避難した場合には、避難先で電源が確保されない、電力が安定的に継続して供給されないこ

とが十分想定されることをあらかじめ御留意ください。 

□ 衣類、着替え（長袖、長ズボンが望ましい。動きやすく、殊更人目を引くような華美なものではないも

の。麻、綿等吸収性、耐暑性に富む素材が望ましい。） 

□ 履物（動きやすく靴底の厚い頑丈なもの。運動靴が望ましい。）  

□ 洗面用具（タオル、歯磨きセット、石鹸等）  

□ 非常用食糧等（家族が当分の間（2週間間程度）、自宅待機する場合を想定して、米、調味料、缶詰類

（及び缶切り）、インスタント食品、粉ミルク等の保存食及びミネラル・ウォーター等。自宅から他の

場所へ避難する際には、この中から缶詰類、インスタント食品、粉ミルク、ミネラル・ウォーター、大

型の水筒等を携行するようにしてください。 ） 

□ 医薬品、生理用品等（医薬品は、家族用常備薬の他、外傷薬、衛生綿、包帯、絆創膏、手指消毒液等）  

□ 短波ラジオ受信機（ラジオジャパン、ＢＢＣ、ＶＯＡ等の短波放送が受信できる電池仕様のもの。予備

電池。なお、ＦＭ放送を受信できる携帯電話もありますので、御自身が所持している携帯電話にラジオ

受信機能があるかどうかを確認しておくようお願いします。） 

□ その他（電池類、マスク、安全ピン、万能ナイフ、懐中電灯（ヘッド・ランプ）、ライター（ターボ・

ライター）、マッチ、ろうそく、ナイフ、缶切り、紙製の食器、割り箸、食品用ラッピング・フィル

ム、ビニール袋、トイレット・ペーパー、布製ガムテープ、固形燃料、簡単な炊事用具、防災頭巾（頭

をカバーできるもの）、緊急連絡先リスト（住所、電話番号）、市販されている居住地の地図等） 


